
フライパンや
なべなど

割れたセトモノ
ガラス製品

ガスコンロ
CD･DVD・MD
（ケースも）

衣類・毛布

紙おむつ
（汚物は取り除く）

革製品生ごみ
（よく水をきる）

ビデオテープ
カセットテープ

使い捨てカイロ(使い切る)
・乾燥剤木の枝

ヒモでしばる
（袋に入れなくてよい）
長さ60cm以内
枝の太さ10cm以内
束ねた太さ30cm以内

布団類自転車

プラスチック製
容器包装へ

家具類

中を洗い
広げてしばる

広げて
ひもでしばる

ひもでしばる ひもでしばる

スキー板
ストーブ

（灯油は空にする）電子レンジ

※汚れが落ちればプラスチック製容器包装の
　対象となります。

ケ
チ
ャ
ッ
プ

マ
ヨ
ネ
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ラベル
フィルム プラスチック製の袋 パック類

プラスチックボトル類

白トレイ
色付トレイ

卵パックプラスチックカップ

発泡スチロール
※不要な透明のビニール袋
にまとめてください。ご協力
お願いします。

ペットボトル
キャップ

※一升びん(茶系の1.8ℓビン)やビールビンな
どは　「生きびん（リターナルビン）」ですので、
購入したお店へ持ち込んでください。

●アルミもスチールも一緒に
　コンテナへ
●汚れているものは、中を洗う。

●キャップ、ラベルを外し、
　中を洗う。
●つぶせるものはつぶして出す。

事業活動に伴って生じたもの
引越し等による一時多量ごみ

洗濯機・衣類乾燥機 冷蔵庫・冷凍庫 パソコンの
モニター

エアコンテレビ

ドラム缶消火器

産業廃棄物

LPガスボンベ、農業用ビニールシート、
コンクリートブロック、医療用器具など

バッテリー 木の幹

タイヤ スプリングの入った
いす、ベッド

検 索PC3R
（パソコン3R推進協会HP）

玩具類

水銀体温計・温度計ラジオ

ノートパソコン

デスクトップ
パソコンの本体

蛍光管

USBメモリ

●汚れているものは、中を洗う。（キャップは不燃
ごみへ）

●化粧品や薬品等のビン・汚れの落ちないビンは
不燃ゴミとして出してください。

など

ガスカートリッジ
（穴をあけること）

乾電池

●小型充電式電池（ニカド・リチウム電池）は、電
極部をセロハンテープ等で絶縁してください。

●乾電池は、＋、－極をセロハンテープ等で絶縁
してください。

●ライターは中身のガスを使い切ってください。
中身がある場合「一般社団法人日本喫煙具協
会」の手順により、ガスを抜いてください。

ライター

充電式電池

◎市で収集できるもの ※定められた日･場所に朝８時３０分までに出してください。
（令和6年3月改訂版）

家庭ごみの分け方・出し方喜多方市 

※市販のポリ袋、レジ袋は使用できません。
燃やせないごみ専用袋

または、透明か半透明の市販のポリ袋
燃やせるごみ専用袋
大きさ

30ℓ以上、45ℓ以下
20ℓ以上、30ℓ未満
10ℓ以上、20ℓ未満

厚さ
0.03mm以上
0.025mm以上
0.02mm以上

※レジ袋、10ℓ未満のポリ袋は使用できません。
※乳白色等、着色のある半透明の袋は使用できません。

プラスチック製容器包装専用袋

※レジ袋、30ℓ未満のポリ袋は使用できません。

または、透明の市販のポリ袋（半透明不可）

大きさ
30ℓ以上、45ℓ以下

厚さ
0.025mm以上

可燃ごみ（燃やせるもの） 不燃ごみ（燃やせないもの） プラスチック製容器包装

汚れている場合は洗ってからだしてください。

「プラ」マークが記してあるもの
◆容器包装とは
商品を入れたもの（容器）や、包んだもの（包装）であって、
中身の商品を取り出した（使った）後、不要となるものをいいます。

注意 プラスチック製容器包装対象外のものプラスチック製容器包装対象外のもの

※ハンガー、歯ブラシ、ポリバケツ、プランターなどのプラスチック製商品や
　容器の汚れが容易に落とせないものは対象外です。

不燃ごみへ 可燃ごみへ

●市の粗大ごみ収集は、年3回通常5月、8月、11月に予定しています。広報でお知らせし、事前の申込が必要です。
●畳や建具（ふすまやサッシ）は、改築・改装に伴う事業系廃棄物のため対象外とします。

◎市で収集できないもの 市の窓口にお持込みください！
（市民生活課・各総合支所）

喜多方市一般廃棄物処理事業許可業者

(有)会津菅原

荒川産業(株)

(株)いいで

(有)喜多方綜合衛生センター

(有)グリンアース

(有)昭和衛生

(有)高郷清掃

(有)塚原興業

(有)塚原商運

(有)ピアス

丸佐運送(有)

(有)山都塵芥収集社

23- 7771

21 - 1511

38 - 3808

22 - 1594

23 - 0100

22 - 0289

22 - 2553

27 - 8256

27 - 7551

21 - 4070

22 - 7554

38 - 3272

ごみに関するお問い合わせ先

●熱塩加納総合支所住民課 ☎36-2113
●山都総合支所住民課 ☎38-3825
●塩川総合支所住民課 ☎27-2400
●高郷総合支所住民課 ☎0241-44-2113

●喜多方市 市民生活課 ☎0241-24-5285
または各総合支所住民課 ●その他ごみに関して詳

しくは市のホームペー

ジをご覧ください。

●環境センター山都工場
☎0241-38-3005

●搬入できるもの
家庭からでた可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ
●搬入できないもの
産業廃棄物（建築廃材、農業用肥料袋、苗箱、パイプなど）、
家電リサイクル品、タイヤ、パソコンなど

家庭ごみの指定収集日以外に処分したい場合は
  環境センター山都工場に自己搬入できます。

※回収可能な品目など詳しくは市環境課または各
総合支所までお問い合わせください。

●事業所からの排出物は対象外です。
●個人情報は必ず削除してください。
●電池、バッテリーは取り外してください。
●回収した小型家電は返却できません。
●リサイクルボックス投入口（縦200㎜×横
450㎜）に入る大きさの使用済み家電です。

●一般家庭から排出される蛍
光管や水銀体温計・水銀温度
計などを廃棄する場合は、ご
み集積所に出さないでくだ
さい。

※一部の家電量販店、ホームセン
ターなどでも使われなくなった
蛍光管を回収しています。

喜多方市内許可業者（02 41）

0242 -36 -5351

0241 -33 -2379

0242 -24 -5933

0242 -83 -3402

0242 -27 -4433

(株)あいづダストセンター

(有)北塩原衛生センター

(株)佐藤総業

(有)坂下リサイクルサービス

松浦商事(株)

喜 多 方 市 外 許 可 業 者

●飲食店・商店・工場など事業活動に伴って生じたごみ（事業
系一般廃棄物）は、環境センター山都工場へ搬入する（有
料）か、一般廃棄物許可業者に依頼してください。（有料）

　なお、事業活動に伴って生じた金属、プスチックごみは産業
廃棄物となりますので、搬入することはできません。

●引越し等による多量のごみは自ら環境センター山都工
場に運ぶ（無料）か、一般廃棄物許可業者に依頼してくださ
い。（有料）

●家電4品目の処分は、購入店か廃棄物許可業者に依頼する（有料）
●家庭用パソコンはメーカーで回収・リサイクルします。
　パソコンリサイクルについて、詳しくは →

事業系一般廃棄物・家庭の一時多量ごみ
水銀使用製品小型家電

小型充電式電池・ライター等

家電リサイクル品等 処理困難品 ※購入店に相談するか、市環境課
にお問合せください。

環境センター山都工場に搬入できないもの

空きカン

ペットボトル

紙パック 段ボール

新聞紙 雑誌・その他紙類

空きビン

粗大ごみ ※粗大ごみは、家庭生活から生じたごみで、指定袋に入らない大型のごみです。

資源ごみ（リサイクルできるもの）


